
応募方法

福岡市では、歴史的資源と調和した良好なまちなみ景観を形成・保全して後世に伝えていくため、R6年3月

に筥崎宮周辺を都市景観形成地区へ指定しました。つきましては、景観形成の促進を目的として、道路や公

園などに面した建物等の修景、外構工事、屋外広告物の適正化を対象に、歴史的な景観に資する修景へ

費用の一部を補助する事業を行っています。

このたび、 令和８年度補助金の対象事業について以下のとおり募集を行います。

整備事例（参考:御供所地区）

お問い合わせ先

応募要件
■補助金交付対象者

対象地区（下図赤枠）内の建築物の所有者または占有者

で、建築物等の修景や屋外広告物の適正化を行う方
※その他、市税の滞納がないこと、暴力団関係者でないことが要件です

■補助金の対象費用および補助金の額

1. 対象費用
①建築物の外観や外構等の整備について、景観形成地区の
基準を満たした工事費から、通常の整備に要する工事費を
差し引いた差額

②既存不適格となっている広告物の除去や改善に要する費用

２. 補助金の額

工事:対象費用の２分の１以内、 かつ限度額 300 万円
広告物除去:対象費用の2分の1以内、かつ限度額100万円
※補助金予算の範囲内での受付となりますので、限度額まで
助成をお約束するものではございません。

■留意事項
1. 申込み多数の場合は、 案分による減額などを行う場合 が
あります。

２.申請前に、契約または着手している場合は、補助金の対象に
なりません。また年度内に工事完了及び担当による現地確認
の必要がございます。

対象費用の詳細等をご説明しますので、 まずは、 下記担当

までご相談ください。

期日までに提出書類に必要事項を記入し、 都市景観室まで

ご持参ください。

※様式は都市景観室で受取、 または福岡市HP

（http://www.city.fukuoka.lg.jp）

からダウンロードできます。 福岡市 景観

裏面もご確認ください

FAX ０９２-７３３-５５９０
TEL ０９２-７１１-４５８９

福岡市住宅都市みどり局地域まちづくり推進部
都市景観室
担当 推進係

筥崎宮地区都市景観形成地区

筥崎宮

箱崎小

JR箱崎駅

上呉服町飲食店
門構え・外構工事

玄関ポーチ・駐車場改修
御供所町個人住宅

※４月末までに応募された案件は、すべて対象としますが、予算の上限を超えている場合は按分して補助します。
５月以降は先着順で受付しますが、予算の上限に達した時は募集を終了します。

※相談は随時受け付けております。

E-mail keikan-todokede@city.fukuoka.lg.jp



届出手続きの流れ

筥崎宮地区都市景観形成地区の皆さまへ

景観の届出制度ついて
福岡市では、 境内の豊かな緑や路地、 町割りなどを活かした魅力あるまちなみの形成 ・保全を図るため、 令和6年3月に

筥崎宮地区を都市景観形成地区に指定し、 建物の外観を落ち着いた色とすることや 外壁の素材などに基準を定めています。

建物の新築・改築や屋根 ・外壁の塗替えなどを行う場合には、 届出などの手続きが必要となりますので、事前に都市景観室

にご相談ください。

なお、店舗等のテナント営業者が 、外壁の塗替えや看板を設置しようとする際も、手続きが必要となる場合がございますので、

あわせて関係者への周知をお願いします。

届出対象行為

例えばこんな場合には事前に届出が必要です!

条例で定められた規模以下のものや、 行為

を行う箇所によっては届出が不要なものもあ

りますので事前相談にてご確認ください。

制度の内容についてご不明な点などござい

ましたら、 下記お問い合わせ先までお気軽に

ご相談ください。
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※１ 窓口にて届出前の事前相談を受け付けています。基準内容の確認や，届出書の記入方法などお気軽にご相談ください。
また規模や立地等の条件によっては都市景観アドバイザー会議を開催し、助言・指導を行う場合があります。

※２ 原則，届出後 30 日間は行為に着手できません。場合により 90 日間まで延⾧する場合があります。
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建物を新築するとき 建物を改築するとき建物を増築するとき

屋根・外壁を塗

り替えるとき

塀や生け垣をつくるとき携帯電話の基地局アンテナ

を設置するとき

コインパーキングを

つくるとき

大きな木を切り倒すとき 看板を設置するとき
※屋外広告物許可申請

福岡市住宅都市みどり局
都市景観室

TEL 092-711-4589
FAX 092-733-5590


